
厚生労働省発老０１１２第２号 

平 成 ２ ９ 年 １ 月 １ ２ 日 

 

  指定都市市長 

各 中 核 市 市 長  殿 

  市 区 町 村 長 

 

厚 生 労 働 事 務 次 官 

（公 印 省 略） 

 

「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間 

整備推進交付金の交付について」の一部改正について 

 

 

地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金の交

付については、平成 24 年７月 17 日厚生労働省発老 0717 第２号本職通知「地域介護・福

祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金の交付について」の

別紙「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金

交付要綱」（以下「交付要綱」という。）により行われているところであるが、今般、交

付要綱の一部が別紙新旧対照表のとおり改正され、平成 29 年１月 12 日から適用すること

とされたので通知する。



 

（別紙） 

      

新旧対照表                           （傍線部分は改正部分） 

新 旧 

 

 

地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び 

地域介護・福祉空間整備推進交付金交付要綱 

 

（通則） 

１（略） 

 

（交付の目的） 

２（略） 

 

（交付の対象） 

３（略） 

 

（交付金の対象除外） 

４（略） 

 

（交付額の算定方法） 

５ この交付金の交付額は、次により算出するものとする。ただし、交付額に１，０００

円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

（１）先進的事業支援特例交付金 

（予算目名 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金）（略） 

 

 

 

 

 

 

 

地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び 

地域介護・福祉空間整備推進交付金交付要綱 

 

（通則） 

１（略） 

 

（交付の目的） 

２（略） 

 

（交付の対象） 

３（略） 

 

（交付金の対象除外） 

４（略） 

 

（交付額の算定方法） 

５ この交付金の交付額は、次により算出するものとする。ただし、交付額に１，０００

円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

（１）先進的事業支援特例交付金 

（予算目名 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金）（略） 

 

 

 

 

 



 

（別紙） 

新 旧 

（２）先進的事業支援特例交付金（防犯対策強化事業に係る分） 

（予算目名 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金） 

先進的事業整備計画に記載された事業につき、次の表の第１欄に定める区分における実

施要綱の別表１の第１欄に定める対象施設ごとに第３欄に定める対象経費の実支出額と

総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定し、選

定された額と第２欄に定める基準額とを比較して少ない方の額に２分の１を乗じて得た

額を交付額とする。 

１ 区分 ２ 基準額 ３ 対象経費 

 既存高齢者

施設等の防犯

対策を強化す

るために必要

な安全対策に

要する経費を

支援する事業 

 実施要綱の第２の３に

基づく算定方法により、

厚生労働大臣が必要と認

めた額 

 先進的事業整備計画に基づく防犯対

策強化事業（施設の整備と一体的に整備

されるものであって、地方厚生（支）局

長が必要と認めた整備を含む。）に必要

な工事費又は工事請負費及び工事事務

費（工事施工のため直接必要な事務に要

する費用であって、旅費、消耗品費、通

信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等

をいい、その額は、工事費又は工事請負

費の２．６％に相当する額を限度額とす

る。）。 

 ただし、別の負担（補助）金等におい

て別途補助対象とする費用を除き、工事

費又は工事請負費には、これと同等と認

められる委託費、分担金及び適当と認め

られる購入費等を含む。 

 

 

 

 

（新規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（別紙） 

新 旧 

（３）先進的事業支援特例交付金 

（予算目名 地域介護・福祉空間整備推進交付金） 

先進的事業整備計画に記載された事業につき、次の表の第１欄に定める区分ごとに、第

３欄に定める対象経費の実支出額の合計額と、第２欄に定める基準額とを比較して少ない

方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額の合計額とを比較して少ない

方の額の合計額を交付額とする。 

１ 区分 ２ 基準額 ３ 対象経費 

 「介護予防・

生活支援拠点」

の実施に必要

な設備等に要

する経費を支

援する事業 

 実施要綱の第２の３に

基づく算定方法により、

厚生労働大臣が必要と認

めた額 

 「介護予防・生活支援拠点」の実施に

必要な設備等に要する経費を支援する

事業に必要な需用費、使用料及び賃借

料、備品購入費（備品設置に伴う工事請

負費を含む。）、報酬、給料、職員手当

等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託

料。 

 

６～１３（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）先進的事業支援特例交付金 

（予算目名 地域介護・福祉空間整備推進交付金） 

先進的事業整備計画に記載された事業につき、次の表の第１欄に定める区分ごとに、第

３欄に定める対象経費の実支出額の合計額と、第２欄に定める基準額とを比較して少ない

方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額の合計額とを比較して少ない

方の額の合計額を交付額とする。 

１ 区分 ２ 基準額 ３ 対象経費 

 「介護予防・

生活支援拠点」

の実施に必要

な設備等に要

する経費を支

援する事業 

 実施要綱の第２の３に

基づく算定方法により、

厚生労働大臣が必要と認

めた額 

 「介護予防・生活支援拠点」の実施に

必要な設備等に要する経費を支援する

事業に必要な需用費、使用料及び賃借

料、備品購入費（備品設置に伴う工事請

負費を含む。）、報酬、給料、職員手当

等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託

料。 

 

６～１３（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（別紙） 

新 旧 

別紙１（略） 

 

別紙（１）－１（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙１ 

 

別紙（１）－１（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（別紙） 

新 旧 

  

別
紙
（

1）
－
２

（
単

位
：

円
）

Ａ
Ｂ

Ｃ
Ｄ

（
Ａ

－
Ｃ

）
Ｅ

Ｆ
Ｇ

Ｈ

（
注

４
）

Ｇ
欄

及
び

Ｈ
欄

に
つ
い

て
は

1,000円
未

満
を
切

り
捨

て
た
額

を
記

入
す

る
こ

と
。

Ｅ
と

Ｆ
を

比
較

し
て

少
な

い
方

の
額

　
×

　
１

／
２

交
付

金
所

要
額

抵
当

権
設

定
の

有
無

介
護

予
防

・
生

活
支

援
拠

点
整

備
事

業

既
存

施
設

の
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー
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備

等
整

備
事

業

認
知

症
グ

ル
ー

プ
ホ

ー
ム

等
防

災
改

修
等

支
援

事
業

介
護

予
防

・
生

活
支

援
拠

点
開

設
準

備
支

援
事

業

防
犯

対
策

強
化

事
業

合
　

　
計

（
注

１
）

交
付

金
所

要
額

欄
に
は

、
防

犯
対

策
強

化
事

業
以

外
の

事
業

に
つ

い
て

は
、

Ｅ
欄
と

Ｆ
欄

の
合

計
欄

の
額

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
を

記
入
す

る
こ

と
。

（
注

２
）

交
付

金
所

要
額

欄
に
は

、
防

犯
対

策
強

化
事

業
に

お
い

て
は

、
Ｇ

欄
の

額
を

記
入
す

る
こ

と
。

ま
た

、
基

準
額

欄
に

は
、

防
犯

対
策

強
化

事
業
に

お
い

て
は

、
内

示
額

（
の

2倍
）

の
金

額
を

記
入

す
る

こ
と

。

（
注

３
）

抵
当

権
設

定
有

無
欄

に
は

、
補

助
財
産

取
得

時
に

併
せ

て
抵

当
権

設
定

す
る

場
合

「
有

り
」

と
記
入

す
る

こ
と

。

平
 成

 　
　

 年
 度

 地
 域

 介
 護

 ・
福

 祉
 空

 間
 整

 備
 等

 施
 設

 整
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 び
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 域
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福
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名
・
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名
等

設
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体

総
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業
費

対
象

経
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の
実
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寄
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金

そ
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他
の

収
入

額
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引
額
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と
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を

比
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し
て

少
な

い
方

の
額

基
準

額
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と
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計

（
注
１

）
交

付
金

所
要

額
欄

に
は

、
Ｂ

欄
、

Ｄ
欄

及
び

Ｅ
欄

の
合

計
欄

の
額

を
比

較
し
て

最
も

低
い

額
を

記
入

す
る

こ
と

。



 

（別紙） 

新 旧 

別紙（１）－３ 

 

別紙２ 

 

別紙（２）－１（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙（１）－３ 

 

別紙２ 

 

別紙（２）－１（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

（別紙） 

新 旧 

  

別
紙

（
２

）
－

２

（
単

位
：

円
）

Ａ
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Ｃ
Ｄ

（
Ａ

－
Ｃ

）
Ｅ

Ｆ
Ｇ

Ｈ
Ｉ

Ｊ
Ｋ

(Ｊ
-Ｈ

)

（
注

１
）

交
付

金
所

要
額

欄
に

は
、

各
施

設
ご

と
の

所
要

額
を

記
入

す
る

こ
と

と
し

、
交

付
金

所
要

額
の

合
計

欄
は

、
防

犯
対

策
強

化
事

業
以

外
の

事
業

に
つ

い
て

は
、

Ｅ
欄

と
Ｆ

欄
の
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計
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の
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を

比
較

し
て
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な
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を
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入
す

る
こ

と
。

（
注

２
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交
付

金
所
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欄
に

は
、

防
犯
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策

強
化

事
業

に
お

い
て

は
、

Ｇ
欄

の
額

を
記

入
す

る
こ

と
。

ま
た

、
基

準
額

欄
に

は
、

防
犯

対
策

強
化

事
業

に
つ

い
て

は
、

内
示

額
（

の
2倍

）
の

金
額

を
記

入
す

る
こ

と
。

（
注

３
）

抵
当

権
設

定
有

無
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に
は

、
補

助
財

産
取

得
時

に
併

せ
て

抵
当

権
設

定
す

る
場

合
「

有
り

」
と

記
入

し
、

抵
当

権
の

設
定

を
証

明
で

き
る

書
類

（
登

記
簿

の
写

し
等

）
を

添
付

す
る

こ
と

。

（
注

４
）

Ｇ
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及
び

Ｈ
欄

に
つ

い
て

は
1,000円

未
満

を
切

り
捨

て
た

額
を

記
入

す
る

こ
と

。
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